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令和７年度第２回逗子市環境審議会 会議録 

 

                        日時：2025年（令和７年）12月26日（金） 

                           10時00分～11時30分 

                        場所：市役所５階第４会議室 

 

 １ 開会 

 ２ 議 題 

   （１）逗子市地球温暖化対策実行計画改定（案）（意見聴取） 

   （２）令和７年度事業（報告） 

   （３）その他 

 ３ 閉会 

 

 出席者   佐野慶一郎会長  大塚隆之副会長  中津秀之委員  横田樹広委員 

       小宮一三委員  粟飯原留里子委員  不破理江委員  矢島明委員 

 

 欠 席 

       小宮陽菜委員  土谷直人委員 

 

 事務局   環境都市部  石井部長 三澤次長（環境都市課長事務取扱） 

       環境都市課  有賀係長  小柳出主事 
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【三澤次長】 それでは、少し早いですが、皆様お揃いなので、始めさせていただきます。 

 ただいまより、令和７年度第２回逗子市環境審議会を開会いたします。 

 本日は、土谷直人委員、小宮陽菜委員から欠席の御連絡をいただいておりますが、本日の出席者は、

定数10名中８名の御出席をいただいており、過半数に達していることから、環境審議会規則第２条第

２項の規定により、会議は成立していることを御報告申し上げます。 

 また、審議会を開催するに先立ち、会議の公開及び議事録の作成について御報告いたします。本日

の会議は、原則公開となっておりますので、傍聴希望者がいる場合は入室を認めていますので、御了

承ください。会議録については、会議を録音させていただき、後日、反訳会議録を作成させていただ

きます。その後、ホームページ等にて会議録を公開いたしますので、御了承ください。 

 続いて、本日の審議会の会議終了予定時刻は11時半を予定しております。委員の皆様におかれまし

ては、会議の進行に御協力をお願いいたします。 

 次に、お願いがございます。事務局で会議録を作成するに当たり、委員の皆様の声が重なると、反

訳するのに支障がありますので、発言に当たっては、挙手いただき、会長により指名をされた後に御

発言いただきますようお願いいたします。 

 それでは、審議会規則第２条第１項の規定により、これからは佐野会長に議長として議事を進めて

いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

【佐野会長】 皆さん、お忙しい中お集まりいただき、ありがとうございます。 

 では、次第に沿って議事を進めてまいりますので、御協力いただければと思います。 

 まず、議題１、逗子市地球温暖化対策実行計画の改定（案）（意見聴取）に移りたいと思います。 

 初めに、事務局より御説明をお願いします。 

【事務局（小柳出）】 まず、本日の資料確認及び説明をさせていただきます。 

 本日の会議次第、委員名簿、議題の資料として、＜資料１＞逗子市地球温暖化対策実行計画改定に

おける新旧対照、＜資料２＞逗子市地球温暖化対策実行計画（区域施策編・事務事業編）令和８年３

月改定内容、＜資料３＞逗子市公共施設等太陽光発電設備導入可能性調査業務委託業務報告書（概要

版）、＜資料４＞地球温暖化対策の推進体制、配付資料は以上になります。不足がございましたら、

事務局までお願いいたします。 

 それでは、逗子市地球温暖化対策実行計画の改定（案）について説明いたします。 

 今回の地球温暖化対策実行計画の改定は、令和８年３月に予定しております。 

 まず、資料１の逗子市地球温暖化対策実行計画改定における新旧対照を御覧ください。 
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 こちらは、現行計画と改定（案）を並立し、どのように変更されるかを表記しているものになりま

す。後ほど、内容について詳しく説明いたします。 

 次に、資料２、逗子市地球温暖化対策実行計画（区域施策編・事務事業編）令和８年３月改定内容

を御覧ください。 

 ここでいま一度、改定内容（目的）を説明いたします。今回の改定内容は、大きく２つございます。 

 １つ目に、表の改定範囲の左側に記載の箇所において、内容の段にありますとおり、令和５年度に

実施した、逗子市公共施設等太陽光発電設備導入可能性調査の結果を踏まえ、市公共施設への再エネ

導入についての方針を計画に反映することがございます。これは、下の（備考）欄に記載のとおり、

当該事業が地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のための計画づくり支援事業として、当調査

を環境省の補助金を活用し実施したものであり、補助金の活用条件として、その事業成果を地球温暖

化対策実行計画へ反映させることが挙げられているためです。 

 ２つ目に、表の改定範囲の右側に記載の第５章 計画の推進について、内容の段に記載のとおり、

その推進体制に変更があります。これは、下の（備考）欄に記載のとおり、対象範囲に重複部分が多

かった、地球温暖化対策と環境マネジメントシステムを統合した、庁内組織体制整備の結果を反映す

るものです。 

 それでは、実行計画改定（案）の説明をさせていただきます。 

 今回の審議会御案内時のメールにて、改定案に対する意見照会をさせていただきましたが、全員意

見なしという結果でしたので、メールでお送りした改定案から変更はございません。また、本日は、

１月から２月にかけて実施するパブリックコメント前のものとして、確定させる場としております。 

 まず、資料１の１枚目を御覧ください。 

 こちらには、事務事業編における温室効果ガス排出量削減への対策を記載していますが、今回は、

公共施設での再生可能エネルギー導入と地域内での普及促進の実施の内容を変更しています。 

 ここで、今回の改定で結果を反映する逗子市公共施設等太陽光発電設備導入可能性調査の概要につ

いて説明します。 

 当調査は、業務目的として2050年までの脱炭素社会に向け、2030年には設置可能な建築物等の約

50％に太陽光発電設備を導入等の目標がある、地域脱炭素ロードマップなどに位置づけられた率先導

入目標の達成を見据えた、市有施設などへの太陽光発電設備などの導入可能性調査及び検討を行うこ

とを目的として実施しました。当調査では、耐震・浸水ハザードレベル、設置スペース、日照、構造

躯体などの条件を基に、太陽光発電設備等の設置、また、既に設置されている施設においては更新、
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その可否判定を実施し、その結果、資料３、逗子公共施設等太陽光発電設備導入可能性調査業務委託

業務報告書（概要版）、３ページ目の左上に記載の15施設が設置可となりました。さらに、設置可と

なった15施設において、ＣＯ２削減効果、事業採算性、導入費用の観点から、優先される施設の順位

づけを行っています。その他、当該調査の詳細については、資料３の内容を御確認ください。 

 資料１の１ページ目へお戻りください。 

 当調査の事業成果を踏まえ、実行計画へは、当調査で優先順位が高いとされた施設から環境負荷の

少ない太陽光エネルギーの導入を進めていくこと、導入に当たっては、財政負担を軽減するため、国

や県の補助金や民間活力（ＰＰＡ事業者など）の活用も含めて検討することの記載を取り入れていま

す。 

 次に、資料１の２枚目以降及び資料４、地球温暖化対策の推進体制についての説明になります。 

 資料１の２枚目から４枚目は、事務事業編の計画推進体制の変更について記載しています。 

 その内容をまとめたものが、資料４に記載の図になります。 

 資料４の上の段、従来の体制にあるとおり、これまでは地球温暖化対策と環境マネジメントシステ

ムそれぞれの組織が存在し、各委員会により計画推進の意思決定をしてきました。その結果、環境へ

の取組が全庁的に浸透してきましたが、現在の社会情勢変化の激しさを加味し、より柔軟に機動的な

対応が可能となるよう、下の段の令和８年１月からの推進体制へ変更します。令和８年１月１日に施

行する、逗子市環境マネジメントシステムの推進に関する要綱に基づき、地球温暖化対策を統合し一

本化した環境マネジメントシステムとし、各委員会・監査チームは廃止、計画やシステムの策定・改

定については、事務局（環境都市課）にて実施、取組内容については部長会議の場で報告し、必要に

応じて調整会議にて協議することとします。 

 以上、２点が今回の改訂内容となりますので、御説明した内容についてよろしいか、改めて御確認

いただければと思います。 

 以上です。 

【佐野会長】 ありがとうございました。 

 ただいま、事務局から説明がありました地球温暖化対策実行計画改定（案）につきまして、委員の

皆様より御質問、御意見等をお願いします。 

 何かございませんでしょうか。 

【横田委員】 質問してよろしいですか。 

【佐野会長】 はい、どうぞ。 
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【横田委員】 改定の内容については特段、異論はないんですけれども、ソーラーパネルの設置に当

たって、導入可能性検討をされている中で、空間の利用の条件をどれぐらい留意されているのかなと

いうのを、調査結果の一覧から拝見すると、土砂災害ハザードとか、スペースなどの検討は多分され

ていると思うんですけれども、屋上空間として、例えば、その利用のニーズがあるかとか、あるいは

緑化をしたい、緑化空間としても活用できるかとか、景観上、例えば周辺に対してできるだけ配慮し

たいのかとか、そういう環境面で、どの程度検討されて、この絞り込みなどが行われているのかなと

思いました。その辺を少し御説明いただけるとありがたいです。 

【佐野会長】 事務局、今の屋上の有効利用とか、そういったことに関して、何かコメントがあれば。 

【横田委員】 環境アセスメントがあるので、例えば、反射光とか、神奈川県のアセスメントの項目

になっているので、もし、規模が大きければ、そういった環境影響として事業化する仕組みがあると

思うんですけれども、小規模なものだと、なかなかそういうのを考慮する機会がないと思いまして、

周辺に対する考慮として行われているのかという点と、やはり、昨今、パネルと生態系の競合の問題

が話題になっていますので、そうした部分で、環境面の配慮としてどうなのかなという疑問、少し思

ったところです。 

【三澤次長】 議長、すみません。 

【佐野会長】 どうぞ。 

【三澤次長】 業務報告書の１枚目の右上、一番右上の段に基礎データの収集というところがありま

すけど、あくまでも、既存の公共施設の建物の、主に屋根についての検討を行ったということなので、

基本的に、何か緑地を改変して設置するとか、そういったものはそもそも検討していないということ

なので、あまり環境への配慮とか、景観とか、そういったことは考えずにやったというのが現状だと

思います。 

【横田委員】 ありがとうございます。特段、そういう周辺にそういった意見がなければ、よろしい

のかなと思いますけれども、特定する中で、もし、周辺にそういった注意すべき影響がありましたら、

少し考慮いただけるといいのかなと。 

【有賀係長】 まず、この調査については、載る、載らないというところをメインに考えておりまし

て、その先というのは、多分、当然、環境への影響ですとか、周囲への影響というのは考慮すべき問

題だと思いますので、具体化してくるときには考慮するというような形になろうかなと思います。 

【横田委員】 ありがとうございます。 

【佐野会長】 どうぞ、はい。 
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【不破委員】 すみません。根本的なところになっちゃうかもしれないんですが、このパネルをつけ

たとしまして、耐用年数というのはどのぐらいあって、それが使えなくなるときが来ますよね。その

時の処理の問題というのは、今、既に見通しが立っている技術があるのかとか、もし情報があれば教

えていただきたいと思います。 

【佐野会長】 どうぞ。 

【有賀係長】 太陽パネルの耐用年数は、大体20年ぐらいというところで見ています。その後も、多

分、使えるもの、あるいは、使っていても効率がやっぱり落ちていくというところの問題は出てくる

ので、そこの中でどうしていくかというのは、そのときに考えるということになりますけれども、今、

廃棄の関係については、当然、産廃業者というものがありますので、そこで適切に管理をしていただ

くというところと、国のほうでも、そういったところで今すごく問題になってきていて、なかなか、

市で「じゃあ、こういうことができる」とかというのはないんですけれども、そこは、適切に法にの

っとって処理をしていくということになろうかなと思っております。 

【不破委員】 たしか、あまり私も詳しくないのですが、世界でもまだ多分パネルの完全な処理とい

うのができていなくて。結構大規模にやっているところだと、例えばアメリカの例だと、もう駄目に

なったから川に埋めちゃえみたいなことをやって、ものすごくコロラド川が大汚染になっているとか、

そういう話も聞きます。 

 それから、地震が来たりして壊れたときに、発電をしたままにして、近寄れなくて、火災になって

も止められないというデメリットがあることも聞いたことがあるんですが、その辺は、どんな形で、

考慮には入っていますか。 

【有賀係長】 当然、そういったリスクも想定しつつ、逆に言うと、そこまで大規模なものでなけれ

ば、停電したときに、そういった災害にも使えるというようなメリットもありますので、そこはすご

く難しいところで、どっちを優先してとかというのはあると思いますけれども、当然、そういった事

態が起きれば、適切に処理をしなければいけないというのは、そこは認知をしながらやっているとい

うところではございます。 

【不破委員】 ありがとうございます。 

【粟飯原委員】 太陽光発電はとてもいいというイメージが最初は私もあって、その話が出たとき、

すぐに私はもう設置したんですが、それから27年ぐらいたって、もう何年も前から、もう発電量がな

くなって、今ほとんど発電していない状況で、これからちょうど目標のゼロになるという頃に、今、

設置した太陽光発電というのは、廃棄の時期に来ると私は思うんですね。 
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 だから、太陽光発電については、今、緑地の問題もあったり、いろんな問題があって、当時、私も

全然そんなことも考えずに設置してしまって、今、廃棄する状況にあるんですが、実は、もう発電を

ほとんどしていないので、取り外してもらうように頼んだのですが、もし台風でそれがどっかへ飛ん

でいって、どこかの住宅で迷惑をかけないようにと思って、もう取り外してもらおうと思ったのです

が、しっかりついているし、かえって屋根を保護しているから、今、取り外さないほうがいいと。温

水器は飛ぶ可能性もあるからというので取ってもらったのですが、パネルのほうは、そのまま今も設

置してあるんですけど、今になってそういう問題が出てきていて、だから、すごく意欲的に設置して

いくのをとても私は疑問に思っているところなんですが、市としては、設置した当初は、今ほどはそ

ういうことをお思いになっていなかったかもしれないけども、今後、これからだんだんそういう方向

になっていくんじゃないかなという考えがあるので、これからは、あまり積極的に設置しないほうが

いいのではないかなと私は思っております。 

【不破委員】 私も、今、とてもいい刺激を受けたのが、先ほど横田委員がおっしゃったように、緑

化ということを考えているところがあればというお話を一言されていましたけど、例えば、パネルで

はなくて緑化、屋根の上に、温暖化だとか、ヒートを下げるということで、冷房を使う率も減るとい

う形でＣＯ２削減につながるかと思いますが、そういう屋根の緑化だとかのほうも推進する形も、パ

ネルに代わって可能性があるかなと。そして、処理の仕方でも、恐らく廃棄物も少なく、有機物です

し、いろいろな面で景観もよくなりますしということがあるかなと思いますので、今から検討はでき

ないのかもしれませんけど、私も、他の委員のおっしゃるように、何か別なバリエーションも考えて

みることもできればいいなと思いました。 

【佐野会長】 この件、回答があれば。はい、どうぞ。 

【有賀係長】 今おっしゃったように、緑化もそうですけれども、うちの補助金のメニューとしては、

屋根に塗装して、高日射反射の、要は、家全体として熱をためないとか、そういったような塗装に対

する補助金というところもございますので、そこはいろいろなパターンとして、こういうこともでき

るというところは御提示しながら、リスクも含めて皆さんには御説明して、御選択いただくというよ

うな形をもっとできればなとは思っております。 

【三澤次長】 緑化に関して、１つコメントさせていただくと、公共施設に緑化というのはなかなか

実現ができていないという現状があります。 

 ただ、最近の開発指導なんかでは、今までは地べたに木を植えてくださいですとかと、そういうお

話をずっとしてきたんですけど、なかなかやっぱりそんなスペースがないとか、あと、歩行に邪魔に
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なるですとか、そういったことがあって、最近は、屋上緑化も壁面緑化も認めているということで、

屋上緑化は、やっぱり土壌を屋上に作らなきゃいけないので、かなりハードルが高いんですけど、壁

面緑化なんていうのは結構、市内を見渡すと、やられているところもあるということなので、公共施

設についても、新しく設置するような際は、そういったことができないかというのは検討を進めてい

るところです。 

【中津委員】 パネルの話があったので、簡単に触れておくと、今の内閣が相当、法制化に手を出そ

うとしていますよね。許認可に関して、届出制なのか、ちゃんと許認可としてやるかどうかという話。

そういうのが、この時代の流れでどんどん変わってきますし、議論の中で、政府の中でも、ライフサ

イクルマネジメントをどうするか、当然、破棄の話ですよね。 

 そういうことも含めて、今後、継続的にいろいろ法制化されるのに対応していくということを明言

しておくことは必要かなと思いますので、今後、それがどういうふうな時流によって変わってくるか、

それで、太陽光パネルといっても、責任の所在の問題がもともとのスタートなので、建築の屋上に作

る場合と、メガソーラーのような地面を開発してやる場合とで、全然、社会的な状況が変わってきま

すので、当然、技術的なことも違いますので、逗子の場合、メガソーラーみたいな面積メリット的な、

スケールメリット的なものの開発業者は入ってこないのだろうなと予測していますので、その辺りも

踏まえて、もうちょっと整理整頓した上で、時代のいろんな政治的なことも含めて、技術的なことも

含めて、そういう流れに対応して、今後、ウオッチしていく必要があるということは、どっかにちゃ

んと書いて、活字にして、次の行政の担当者とかにバトンタッチできる体制にしておけばいいんじゃ

ないかなと思いましたというのが１つ。 

 これ、私にとってはメインじゃないんですけど、ちょっと気になったのは、ここの資料１－①の真

ん中、下のほうの文節のほうに、小水力発電や木質バイオマス等の再エネ導入の可能性を引き続き検

討とありますが、これは、何か場所とか、プロジェクトとか、何かもう既に当たりがついているとか、

何かこういうことをやろうとしているＮＰＯとか、市民団体がいるとか、こういうことに興味を持っ

て何か教育上やろうとしている小学校があるとか、何かそういう具体的な事例はあるんですか。質問

です。 

【三澤次長】 ないです。 

【中津委員】 そうですか。じゃあ、何でこれが出てきているのかが謎で。 

【三澤次長】 出てきているのではなく、元から入っていたものです。 

【中津委員】 初めから入っていましたね、そうか。 



9 

 

【三澤次長】 それで、段落が、太陽光発電設備導入の件を入れた関係で、下へ落ちてきているとい

うことで、あえて消す選択をしなかったということになると思います。 

【中津委員】 何かこれ、すごくすばらしいことではありますけど、これ、単発でいろいろ小さいも

のを、実験をお手伝いしたこともあるので気になってはいたんですけど、何かこういうのをやるとし

たら、積極的に小学校単位で、環境のいろんな市民団体の方々と一緒にこういうことを、行政主導で

あまりやらないほうがいいとは思うんですけど、ある程度の助成金的なものも含めて、地域ごとにこ

ういうことに取り組むことを、具体的に今後始めて、グリッド化とか、そういうことも含めて、小学

校はすごくすばらしい単位で、地域ごとにいろんな活動をされているので、そういうのを具体的にも

うちょっと検討することを始めたほうがいいかなという気がしたので、それは意見として言っておき

たいと思います。 

 ついでなんですけど、その下の（参考）の一番下に順位づけを行いましたというの、もしかすると、

これ資料３の３ページの導入優先順位の検討という、ここに表がありますけど、これのことかなと勝

手に予測して聞いていましたけど、これ、順位づけを行った順位のちゃんとした簡単な表とか、この

下に参考であれば、このページに、何かもうちょっと簡単なものが載っていればいいのになというの

を、希望というか、意見として言っておこうかなと思いました。 

 この資料３のほうも、順位の検討と書いてあるんですけど、結局、どれが１位で、どれが２位で、

どれが３位かというのを、総合的に分かりにくい表なので、その辺りをもうちょっと簡単にして、こ

この、さっきの資料１－①の参考の下のほうに入れておいていただくと、それぞれ皆さん、地域意識

のアイデンティティが非常に明確な逗子市民なので、うちのほうもこれをやっているなとか、もっと

頑張らなきゃみたいな、何かそういうきっかけになればいいかなと思いました。 

 以上です。 

【事務局（小柳出）】 すみません。資料３が、業務委託した事業者のほうで作成した報告書になる

ので、これ自体を変更するというのができるかは、不明なところはあるんですけれども、この３ペー

ジ目の導入優先順位検討の表を別のデータで分かりやすくして、また、年明けになってしまうと思う

んですけれども、皆様にメールでお送りしたいと思うので、それでよろしいでしょうか。 

【中津委員】 いや、一番重要なのは、この資料１－①の下の、施設の順位づけを行いましたと書い

てあるんですけど、ここに順位がどうなっているか分からないです。そっちのほうがメインなんです。 

【事務局（小柳出）】 大変失礼いたしました。できるかと思います。 

【三澤次長】 簡略化した上で。 
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【中津委員】 簡単な表があればいいのになと思ったわけです。 

【三澤次長】 そこは、すみません。対応したいと思います。 

【中津委員】 お願いします。 

【事務局（小柳出）】 すみません、年明けにメールで皆様に御報告したいと思います。よろしくお

願いします。 

【中津委員】 というか、これ、市民に公表するのであれば、それが入っていたほうが、市民は読ん

だときに分かりやすいですよねという意味です。僕らが知りたいかどうかはさておき。 

【佐野会長】 今の関連で、私からなんですけれども、その業務委託されたレポート、さっき中津先

生がおっしゃっていた３ページの左上なんですけど、この①から15施設選んだわけですね。 

 １ページの一番左の表の24施設から15施設を選んだ、その根拠が分かりにくくて、事務局がお分か

りになれば説明が欲しくて、それと、３ページの左上の表で、順位の合計が書いてあるんですけど、

その順位の合計をして、何か意味があるのかなというのはよく分からないんですけど、すみません。 

 あと、できたら、業務報告書、の概要版でかなり縮小されていると思うんですけれども、１枚書き

で、委託先にポイントを書いてもらって、それを読んでからこれを見ると分かりやすいかなと思うん

ですけども、理解しにくくて、この概要版がですね。 

【中津委員】 順位の合計が謎ですよね。 

【佐野会長】 うん、そうですよね。僕が間違っているのかなと思った、自分の考え方が。すごく、

これ、一般の市民の方も見るかと、多分理解しにくいと思うんですね。ですので、もう少し、専門家

が見ても分かりにくいと思うので、まずポイントを１枚書きで書くというのをできたらいただければ

と思うんですけども。順位づけの根拠が分からないと。 

【有賀係長】 そうですね、まず、15施設というのは、設置可否、要は、もう躯体が駄目で、ここは

調査してもしようがないとかというところは省いて順位づけ、あとは、今後の計画ですとか、そうい

ったところも含めて、そこは排除したというところがあります。あと、これは令和５年度の調査結果

になるので、なかなか今から事業者にというのは難しいので、できるとすると、事務局のほうで、本

当にこの改定のための分かりやすい資料というか、見るべき資料というところで、少し簡略化して、

もう少し分かりやすいようなものを添付ということは可能かなと思いますので。 

【佐野会長】 また１枚でいいと思うんですよね。それで躯体についてNGとか、そういうのは、この

概要じゃなくて本当のやつを見れば分かる、書いてあるわけですね、細かく。 

【有賀係長】 そうですね。 
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【佐野会長】 そうなんですね、はい、分かりました。 

はい、どうぞ。 

【小宮（一）委員】 最後のほう、太陽光の本題が、やや今、現実的には導入しつつあるんですけど

も、先々にいろんな課題もあるしというような感じだと思うのですね。それで、最後に、そのほかの

テクノロジーといいましょうか、小水力発電やバイオマスですね。 

 この他にも、世の中では、風力だとか、燃料電池だとか、いろいろあろうかと思うので、ここも、

もし、逗子市として、太陽光に対する期待が先々、心配であれば、今おっしゃったように、少しずつ

でも正式なチームで、プロジェクトまではいかなくてもいいんですが、研究会みたいなのをつくった

ほうがいいかなというふうに思います。 

 それから、ほかで出ていたと思うんですけど、いわゆるＨＥＭＳですね、ＨＥＭＳ。Ｈｏｍｅ Ｅ

ｎｅｒｇｙ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓｙｓｔｅｍという。要は、トータルに家庭の電力消費を、効

率性を上げていく、全体の消費電力を少なくしていくという、もうこれは具体的に導入しているとこ

ろもあるし、地域として、こういうものを取り上げているところもありますので、ここに記載はない

ですけども、蓄電や電気自動車やなんかも含めた、トータルのそういったＨＥＭＳあたりも、何か取

り上げていただけるといいかなというふうに思います。 

【三澤次長】 はい、ありがとうございます。 

【佐野会長】 副会長。 

【大塚副会長】 この資料２の表の左の一番下のところ、ここだけじゃないとは思うんですけれど、

補助金を活用しというふうに書いてあるんですけれども、多分、この補助金を活用しというところで、

やっぱり市民の方は割と気になるのではないかなというところがあって、この補助金がいくらぐらい

で、その補助金の範囲の中で全部収めたのか、逗子市のほうの予算もある程度、使ってやったのかと

いうところ。何かこの事業に対しての逗子市の意気込みみたいなところとかも、もしかしたら問われ

てくるのかなというところで、もし、説明があればと思っているんですが。 

【大塚副会長】 事務局。 

【有賀係長】 こちら、補助率がたしか４分の３だったと思いますので、４分の３が国から出て、４

分の１は市の予算を使ったというようなものになります。総額がたしか900万円ぐらいだったと思い

ますので、そのうちの４分の３が国、４分の１は市というような形になるかと思います。 

【大塚副会長】 それで、この調査だけで900万円ということでしょうか。 

【有賀係長】 そうです、はい。 
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【大塚副会長】 分かりました。 

【佐野会長】 そのほか、何か御質問、御意見等がありましたら。 

 あと、私のほうから１つ、何か資料１－③の推進体制の旧、新なんですけども、旧のほうは監査チ

ームがあるんですけれども、それは、監査はこの環境都市課が担うということでよろしいんですかね。 

【有賀係長】 そうですね、あくまで監査チームというよりは、環境都市課のほうで、事務局で各課

の相談に乗ったりですとか、そういったようなことはやっていこうかなと思っております。 

【佐野会長】 はい、分かりました。 

 そのほかに何か御意見等、不明な点がありましたら、よろしくお願いします。どうぞ。 

【横田委員】 実行計画の中身を十分に把握できていなくて申し訳ないですけど、緩和だけではなく、

適応についての計画というのがあったとして、例えば、減災対応であるとか、あるいは、農業の問題

だとか、そういうような問題がもしあったとして、そういったことが、この環境マネジメントシステ

ムの仕組みになったときに、ＩＳＯ的発想ではない温暖化適応、気候変動適応というようなものをど

ういうふうに進めるのかという仕組みが、若干見えにくくなっちゃっているんじゃないかというのを

思うんですけれども、その辺りはいかがですか。次のアクションとして求められるような、適応策の

ようなことを検討していくのか、この体制でどのように位置づけられるのかというあたりです。 

【佐野会長】 はい、どうぞ。 

【有賀係長】 御指摘のとおり、なかなかＩＳＯの観点からいくと、ずれてくる部分というのはあろ

うかと思っております。 

 ただ、もともとこれをやろうとしたきっかけというのが、同じような組織体制、メンバーもほとん

ど変わらないもので、こっちは違う委員会、こっちは違う委員会というところがあったので、そこは

１つにして、メンバー的には、部長クラスが入ったものになりますので、そこは一元化して管理して

いきましょうというところがこの流れになっております。 

 ですので、御指摘のとおりのところはございますけれども、これだからこういう組織があるとかと

いうことではなくて、組織全体として、この問題、地球温暖化対策というような大きな枠で見たとき

にできることを考えていきましょうと、そういったところの狙いがあると思います。 

【横田委員】 この新旧対照表ですと、この実行計画の推進に関する要望を基にしていたものを、環

境マネジメントシステムの推進に関する要綱に基づくというふうに変えるということなんですけれど

も、実行計画に対する役割がこの要綱の範囲に限定されてしまわないんですか。要は、実行計画の推

進に関する要綱の中で、ＩＳＯの体制で取り組みますという表現にしないで、環境マネジメントシス
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テムの要綱に基づいて推進しますというふうに完全にシフトしてしまっているんですけれども、それ

は。 

【有賀係長】 環境マネジメントシステムの推進に関する要綱の中に、地球温暖化対策実行の推進と

いう項目も入れているというような形ですね。役割として、例えば、環境管理責任者とか、環境管理

推進責任者とかがいると思うんですけども、そこに、環境マネジメントシステムだけではなくて、地

球温暖化対策実行計画の推進に関することも、併せて役割として入れているというような感じですね。 

【横田委員】 なるほど。マネジメントシステムの要綱の中にもう含まれているんですね。 

【有賀係長】 そうですね。実行計画の推進も入れ込んだというような形ですね。 

【横田委員】 入れ込んだんですね。 

【有賀係長】 はい。 

【横田委員】 分かりました。ありがとうございます。 

【佐野会長】 そのほかに何か。どうぞ。 

【中津委員】 いろんな方の質問を聞いていると、どんどんいろんな疑問が湧いてくるんですけど、

資料１－④のＰＤＣＡなんですけど、この初めの資料１－③の、いろんな業務上の流れを、各担当ご

とに業務リストになっているわけですけど、このＰＤＣＡをちゃんと、もうちょっと分かりやすいダ

イヤグラム化したほうがいいかなと思いました。これを読めば、なるほど、なるほどというふうに分

かるわけですけど、例えばこの中で、市民がどういうふうに関係するかというのは、一番最後にホー

ムページで公表ということしかなっていなくて、実は、よくあるＰＤＣＡはちゃんと丸になって、Ｐ

ＤＣＡという絵になっていること多いわけですけど、１つ１つの項目の具体的な担当の責任の所在は

こういうふうな表でいいと思うんですけど、これに関してはこの部局との連携が出てくるとか、その

先には、市民がこういう形で関われるとか、何かもうちょっと市民がどういうふうに、このＰＤＣＡ

を見ながら、自分たちの位置づけというか、どういうタイミングで、ただホームページで公表するの

を見るだけじゃなくて、積極的にいろんな市民活動として、こういうところは協力できるところがあ

るんだなとか、ＰＤＣＡの結果的な報告を見るだけじゃない、何かの積極的な関わり合いを促すよう

な、ただの文字とか、担当者とか、いろんな小学校の名前とか、そんなのでいいと思うんですけど、

何かそういうダイヤグラムがこっち側のページにあれば、すごく分かりやすいなと思いました。 

 意見ですが、一度、御検討いただければと思います。以上です。 

【有賀係長】 御指摘のとおり、なかなか、これだけを見て全てを理解というのは難しく、逆に言う

と、実行計画に載せてしまうと、結構縛られる、じゃないですけれども、変更についても結構大きい
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というところがあるので、推進体制としてはこういうことでやっていきますと。逆に、この取組や中

身については、これは環境マネジメントシステムということになりますので、そちらのほうでもう少

し分かりやすいものを作って、これを例えば市民に見られるような形にするですとか、そういったこ

とはできるのかなとは思います。 

【中津委員】 いろんなシステムを包括して統合して分かりやすくするというのが目的ですから、そ

こに関わるいろんな部局とか、いろんな施設とかがどういうふうにつながっているか、それが太い矢

印でつながっているのか、細い矢印でつながっているのか、それが何か集団でつながっているのか、

イグザクトリー、これというところにつながっているのかとか、何かそういう地図みたいなものがあ

って、そこに、じゃあ、この部分は市民に関係あるだとか、何かそういうのが、やっぱり包括したと

きこそ、責任の所在はここに全部活字になっているので、これでいいと思うんですけど、イメージし

やすいのかなと思いますし、役所全体のいろんな部局の何か中心のリーダーとしての部局だというよ

うなことも含めて、そういうのを一度、検討していただければと思った次第です。 

 以上です。 

【佐野会長】 ありがとうございます。 

 ほかに御意見等がありましたら、お願いします。よろしいでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

 それでは、審議の時間もちょうどいい時間になっておりますので、質疑応答に関しては、ここまで

とさせていただきます。 

 それで、本日いただいた御意見に関しましては、事務局にてまとめていただけますでしょうか。よ

ろしくお願いいたします。後でまとめて、メールでも。 

【事務局（小柳出）】 マイクのトラブルが多くて、申し訳ございません。 

 本日いただいた御意見については、まとめたものを１月５日の週をめどに、皆様へお送りさせてい

ただきます。その際に、御意見を反映させた改定案についても、併せてお送りさせていただくととも

に、本日、補助金等の御質問も出ていたと思うんですけれども、はっきり御回答できるものについて

は、その回答も併せてお送りさせていただきますので、御確認よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

【佐野会長】 では、５日までにメールでということで。 

【事務局（小柳出）】 １月５日の週を目途に、お送りさせていただきます。よろしくお願いいたし

ます。 
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【佐野会長】 それでは、今後の流れについて、事務局より御説明してほしいんですけれども。 

【事務局（小柳出）】 今後のスケジュールについてですが、逗子市地球温暖化対策実行計画改定

（案）に、本日いただいた御意見を反映させた後、令和８年１月29日から令和８年２月27日にかけて、

パブリックコメントにて市民意見を募集し、意見があった場合には、再度、再考・反映など対応した

後、年度末に策定する流れとなります。 

 以上です。 

【佐野会長】 ありがとうございます。 

 それでは、次は、議題２、令和７年度事業（報告）についてに移りたいと思います。 

 事務局より御説明いただければと思います。 

【事務局（小柳出）】 それでは、議題２、令和７年度事業（報告）に移りたいと思います。 

 こちらは、今回はスライドを用いて説明させていただきます。準備をいたしますので、少々お待ち

ください。 

 それでは、逗子市環境都市課の令和７年度事業（報告）を始めさせていただきます。 

 逗子市では、2022年、令和４年１月、「チャレンジ！逗子カーボンニュートラル2050（ニーゼロゴ

ーゼロ）」を宣言しています。逗子市は住宅都市であり、生活全体に関係する温室効果ガス排出の大

幅な削減が必要なことから、市民、事業者一人一人の理解と取組が必要です。この「チャレンジ！逗

子カーボンニュートラル2050」では、市民、事業者と一体となり、国やほかの自治体とも協力しなが

ら、2050年温室効果ガス排出実質ゼロを目指していくことを宣言しています。 

 ここから、市としてどのような対策に取り組んでいくべきか考え、次のスライドより御説明します

各取組を進めております。 

 こちらが、令和７年度現在の逗子市の主な取組一覧になります。それぞれの事業進捗について御報

告いたします。 

 １つ目は、公用車を活用したＥＶカーシェアリングになります。 

 こちらは、令和５年２月に開始しており、平日は公用車として使用し、休日は市民や観光客が利用

できます。令和７年度は、10月までの利用で、平均で１か月当たり、公用車が約17回、個人で約５回

利用されています。また、市庁舎は、再エネ100％の電力を導入しているので、つまり、二酸化炭素

排出量ゼロのゼロカーボンドライブを実現しています。さらには、動く蓄電池として、災害等の緊急

時に活用していきます。 

 次に、各種補助金について報告します。 
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 １つ目の逗子市カーボンニュートラル推進補助金についてです。 

 スライド上の４つの補助金を取り扱っています。住宅都市という逗子市の特性から、令和４年度に

創設した再生可能エネルギーの利用、温室効果ガス排出量の削減や災害時の電力供給（エネルギーレ

ジリエンス）に資する住宅関連設備などへの補助制度ですが、令和５年度からは、現状、断トツで人

気な断熱改修などのメニューを追加しており、そろそろ見直しの時期に差しかかっているところです。

昨日、12月25日正午時点の令和７年度補助金交付実績は690万6,000円で、予算執行率は当初予算額

700万円に対しての98.7％となっています。 

 次に、重点対策加速化事業費補助金について説明します。 

 こちらは、今年度５月より開始した太陽光発電設備と蓄電池に対する補助金です。補助額は、太陽

光発電設備が１キロワット当たり７万円、蓄電池は、ほかに諸要件もありますが、蓄電システムと工

事費を合わせた税抜き価格の３分の１の金額です。12月25日正午時点の予算執行率は当初予算額

1,676万9,000円に対しての75.8％です。すみません、スライド上の令和７年度予算執行額の406万

6,000円は残高になります。申し訳ございません。訂正させていただきます。 

 続けさせていただきます。簡単に、カーボンニュートラル推進補助金における再エネ・省エネ・蓄

エネ導入費補助金の太陽光発電設備・蓄電池メニューと重点補助金の違いを説明します。 

 まず、補助額は、先ほど御説明したとおり表の金額となっていますが、カーボンニュートラル推進

補助金の15万円と比較すると、重点補助金は、家庭用の御申請だと太陽光パネルが５キロワット程度、

蓄電池が100万円ほどと仮定すると、重点補助金の補助額は約70万円となりますので、重点補助金の

ほうが、補助額が高額になる傾向があります。 

 ほか、条件の違いとしては、カーボンニュートラル推進補助金のほうは、太陽光パネルと蓄電池の

同時導入が条件となっていますが、重点補助金は、太陽光パネルのみでの導入も可となっています。

ただし、重点補助金は国の財源を基に実施しておりますので、重点補助金のほうは、国の補助金、Ｆ

ＩＴ／ＦＩＰ制度を利用することができないこととなっています。 

 ３つ目の取組として、ずしグリーンライフフェスを紹介します。 

 毎年６月の環境月間には、環境イベントとして、ずしグリーンライフフェスを逗子文化プラザ敷地

内で開催しています。令和７年度は、６月７日、８日に開催しました。市民団体や事業者の協力を得

て、自然を身近に感じる展示、環境啓発を目的とした実験企画など、子供たちが楽しんで参加できる

企画などを実施しています。また、市役所の環境事業に関わる緑政課、都市整備課、資源循環課、経

済観光課、まちづくり景観課、下水道課、環境都市課が市の取組について展示する、逗子市環境展も
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同時開催しています。 

 ４つ目の取組が東京ガスとの包括連携協定になります。 

 本市は、令和６年10月10日に、東京ガス株式会社と、カーボンニュートラルのまちづくりに向けた

包括連携協定を締結しました。カーボンニュートラル社会の実現に向けて、行政だけの知見で取組を

進めていくのは、なかなか厳しい道のりです。この協定を締結したことで、東京ガスの知見と技術を

生かして取組をさらに加速し、地球温暖化防止対策を推進するとともに、地域の課題解決、さらなる

魅力の創出など、地域の一層の発展を図り、持続可能なまちづくりの実現につなげていくことを目的

としています。 

 次のスライドより、具体的に東京ガスと何を実施してきたか、本年度の取組を紹介します。 

 まず、８月20日に庁内職員研修として、カーボンニュートラル入門講座を係長級以下の職員を対象

に実施しました。38名が参加し、政策形成に結びつける機会として、カーボンニュートラルの実現に

向けたアプローチについて考えました。 

 研修前半は東京ガス社員による講義で、気候変動の影響と背景、その対策としての緩和と適応につ

いて学んだ後、研修後半は班ごとに分かれ、具体的なアプローチを検討し、その成果について発表の

場を設けました。原則、各課１名の参加としたことから、課の連携を意識しながら主体的にカーボン

ニュートラルに向けて取り組むきっかけとなったという感想が多く寄せられました。 

 さらに10月には、管理職向け動画視聴研修を実施しています。 

 その研修では、東京ガスから、カーボンニュートラルに市として取り組む重要性を伝えるとともに、

８月の研修の様子や結果を共有し、市役所一体となって取り組んでいく動機づけを目的としました。 

 次に、８月22日には、逗子小学校家庭科室で、市内小学校の親子を対象とした、親子エコ・クッキ

ングを開催しました。 

 参加者数は７組14名、東京ガス社員による講義と東京ガスのエコ・クッキングナビゲーターによる

実習を通じて、家庭で実践できる環境に配慮した食生活について、実際に体験しながら学んでいただ

きました。 

 この日は、野菜を切ってデコレーションしたライスピザ、残った野菜を刻んでスープにしたベジス

トローネを作り、できる限り水を使わず、ガスを無駄遣いせずに、調理から片づけまでの工程を体験

していただきました。 

 このような五感を使ったイベントでは、民間ならではの専門性を生かすことで、より精度を増して

実施することができます。また、子供たちへの環境啓発は、学んだことを親や兄弟に伝え、家庭に還
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元していく力が強いものです。 

 今後も東京ガスの知見や技術を生かし協働しながら、小学校でのタブレットを用いた環境教育など、

事業を拡大していく予定でおります。 

 ５つ目の取組が再生可能エネルギー100％電気の導入です。 

 再エネ100％電気の導入については、令和６年度実績で市施設全体の約68.6％を調達しています。

高圧施設への導入はほぼ完了しているので、今年度より低圧施設への導入を開始しています。具体的

には、11月17日から環境都市課所管施設の自転車保管場所へ導入を開始しました。 

 今後、ほかの低圧施設への導入を展開していけるよう、現在は庁内調整を図っています。 

 ６つ目、最後の取組が逗子小学校太陽光発電設備等導入事業です。 

 故障により発電されていなかった既存の太陽光パネルを昨年度撤去し、今年度、ＰＰＡ方式にて新

たに太陽光パネルを設置しました。ＰＰＡ方式とは、ＰＰＡ事業者が設置・管理・保守を行う太陽光

パネルから発電した電気を購入する契約形態であり、市としては、設備投資することなく、太陽光パ

ネルを設置することができます。 

 容量は9.8キロワットと小さいですが、蓄電池も併せて設置し、避難所にもなる逗子小体育館にお

ける災害時の電源供給として利用できます。また、小学校内には、温室効果ガスの削減効果を見える

化するディスプレイを設置する予定であり、環境教育への活用も期待しています。 

 最後に、こちらは、新採用職員研修時に使用したスライドの一部になります。地球温暖化対策の緩

和と適応について、自分の部署で取り組むことができる施策を考えてもらいました。 

 既にニュースやふだんの天気でも見られているように、気候変動による生活や命に関わるような影

響が起こっており、そういった状況を緩和し、また、適応していくためには、一人一人の工夫や心が

けが必要ですが、市民一人一人が取り組んでいけるように先導することが行政の役割だと思います。

行政がカーボンニュートラルの実現に取り組むことは、環境対策になるだけでなく、財政健全化や地

域活性化の戦略が有効なものと考えます。太陽光パネルやＬＥＤ照明を導入すれば、電気代の削減に

つながりますし、ＥＶカーシェアは環境のためだけではなく、市の交通利便性向上につなげるためで

もあります。 

 環境都市課としては、今後も環境への取組の中心を担う部署としても、他部署との連携へも注力し

ながら、より複合的に環境施策を活性化させていけるよう取り組んでまいりたいと思います。 

 以上です。 

【佐野会長】 ありがとうございました。 
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 では、今、事務局の御説明に対しまして、何か御意見、御質問等があればよろしくお願いします。

はい、どうぞ。 

【不破委員】 小学校でのタブレットによる環境教育というのは、具体的にどんなことをするんです

か。 

【事務局（小柳出）】 東京ガスとの取組のことでよろしいでしょうか。 

【不破委員】 はい。 

【事務局（小柳出）】 タブレットを用いて、家庭での省エネに関する課題とかを宿題という形でや

ってきてもらって、エネチャレという名前の授業なんですけれども、東京ガス社員のほうでタブレッ

トを用いたエネチャレの授業を通じて、家庭でできる省エネ対策、環境への取組について実践してい

くための知識や具体的な方法について学んでいく授業になります。 

【不破委員】 ありがとうございました。 

【事務局（小柳出）】 すみません、追加になるんですけれども、今年度は、まだ少し学校と調整し

たりしているところで、実績が１件もないんですけれども、来年度、またエネチャレの授業を実際に

開催できるように調整しているところです。 

 以上です。 

【佐野会長】 そのほか。副会長。 

【大塚副会長】 多分、全体的には、気候変動とか、温暖化対策とかというものをメインに授業はし

ていると思うんですけど、今年度に関しては、こういう報告ではいいかなと思うのですが、やっぱり

将来の懸念のことを考えての計画というのもあると思うんですけれども、以前も申し上げたと思うん

ですけれど、温暖化対策だけじゃなくて、もう少し自然環境のところとか、これは前に言ったことが

あるんですけれど、生物多様性の地域戦略の策定とかも、もう僕はこれをみどり審で、パブコメで提

案したことがあるんですけれども、そっちで検討していただけるというような回答をいただいたこと

はあるんですけれども、この場でもそれを以前、お話ししたんですけれど、その辺の、この温暖化対

策だけじゃない部分での対応とかも、やっぱりしていったほうがいいんじゃないかなというところが

あって、どうしても今はすごく喫緊の課題ということで、どうしても注力せざるを得ないところはあ

ると思うんですけれども、やっぱり将来的なことを考えると、そっちの自然環境の面も少し力を入れ

ていただければとは思うんですけれども、その辺を、また、見直しとかがあるかかとは思うんですけ

れども、そういうときなんかに取り入れてもらいたいなというふうには思っているのと、あと、みど

り審とか、そっちのほうとの連携というか、やっぱり環境都市課が大元であると思うので、そっちの
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ほうとの連携をうまくしていただけたらなというふうに思っています。 

 以上です。 

【佐野会長】 事務局、コメントをいただけると。 

【三澤次長】 同じく環境都市部なので、常時連携を図っているところですけど、頂いた御意見を参

考に、より一層、連携していきたいと思います。 

【粟飯原委員】 いろいろな活動、ありがとうございます。 

 結局、一番大事なことというのは、やっぱり市民の啓発で、逗子市民が全部そういう方向に意識し

て生活していくということほど、大事なことはないと思うんですね。そういう意味で、この間、葉山

町で環境フェスティバルというのをやっていて、グリフェスは、市民団体のずしし環境会議委員の中

で活動しているんですが、葉山町は町役場が主導・主催で環境フェスをやっているということで、市

庁舎からクリーンセンターまで１キロぐらいあるんですが、タクシーを５台ほどチャーターして市民

を送迎してやっているんですね。 

 それに比べて、逗子市のグリフェスは、会場費すら予算に足りない場合は、環境会議の各部会で出

さなきゃならないような仕組みになっていて、あまりにも違うなと思って帰ってきたんですけれど、

やっぱり市民が中心になって活動はしているんですけど、せめて今まで環境会議に組んでいた予算に

近づけるように、お願いしたいなと思うんですよね。会場費ぐらい市で負担してもらいたいなという

ふうに思うんです。環境会議の各部会は、予算は、消耗品は実物負担ですが、一銭もないわけで、結

局、部員がカンパして出していると思うんですね。だから、そんなところも気にしていただけたらな

と思いました。 

 以上です。 

【佐野会長】 ありがとうございます。お答えづらいと思いますが、コメントがあれば。 

【三澤次長】 予算は、もちろんつくことにこしたことはないんですが、なかなか財政等の話もあり

ますし、あとは、市民と一緒にできているというところは、逆にいいことなのかなとは捉えています

ので、いろいろな意見交換をしながら、よりよい方法を模索していきたいと思います。 

【粟飯原委員】 よろしくお願いいたします。 

【佐野会長】 来年度６月も、ずしグリーンライフフェスは予定されているということですか。 

【三澤次長】 はい、予定しています。 

【佐野会長】 はい。 

【不破委員】 すみません。今さっき副会長がおっしゃった、生物多様性の学習の話なんですが、環



21 

 

境問題とか、環境の学習といった場合、何でこういう問題になっているかというと、生態系を人間が

ぐちゃぐちゃにしてしまったので、温暖化になりということが根本にあるのだと思います。皆さんも

そうだと分かっていらっしゃると思うんですけど、やっぱり今まで、まだ２回しか伺っていないんで

すが、聞いていると、すごく一生懸命、温暖化対策という部分の教育だとか、そういったところは目

が向いていると思うんですが、その根本的な生態系、つまり、子供たちが川に行って、ここにこんな

魚がいるよとか、こういった生き物が田越川にいてというのを親しむことだとか、そういった部分の

学習というのが、意外にあまり割合として出てきていないなというイメージを受けております。 

 連携の話で、さっきみどり審とおっしゃったのは、みどり審議会みたいな感じですか。そういうの

があるんですね。 

【大塚副会長】 そうです。 

【不破委員】 そうなんですね。すみません、何も知らなくて。そういうのがあるのはすばらしいな

と思いましたが、あともう１つ、この間、経済観光課が主催で、ＹＡＭＡＰという登山の地図を作っ

ている会社の春山さんという若い方を呼ばれまして、タイトルが流域図で見る地域の開発という話で、

結局、地域というのを見るときに、いつも行政区だとか、そういうので捉えていくのは間違いであっ

たということで、川の流域で、みんなどこをどう使っていったらよいか、それで、サステナブルな暮

らしだとか、そういったことをやって地域おこしもしていくというようなお話で、いろいろな環境の

活動をやっている若い方がすごくたくさん見えていたんですね。あんなにたくさん、逗子だとか、葉

山にいらっしゃると思わなかったんですが、講演内容もすばらしかったんですね。 

 ですので、経済観光課なんかとの連携、さっきの屋上のパネルの話もそうなんですが、緑化の話な

んかも、観光とも関わってくる、都市の価値、このまちの価値を上げるのに関わってくると思うんで

すね。春山さんがおっしゃったのは、一番大事だったことが、皆さん聞いていらして、私なんかは感

動しましたけれども、やっぱり世界観をちゃんとつくる。生態系がどういうもので、自分たちはどう

いうまちをつくっていくのかという、その根本のところ、世界観をつくるというところに立ち戻って、

彼の登山地図もそうみたいですけれども、流域の地図についても、そういったところに基づいて、北

九州の会社のようですけれども、北九州の太宰府の周りの森を守る活動を市民と一緒にやっていらっ

しゃる、非常にすばらしい講演だったのですが、経済観光課なんかとも情報交換だとか、これはぜひ

聞いてもらったほうがいい講演だったのじゃないかなと思いましたので、ぜひ春山さんの講演内容を

聞いていただければと思いますので、よろしくお願いします。 

【佐野会長】 御意見ありがとうございます。 
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【小宮（一）委員】 よろしいですか。１点、今のお話は非常に大事な話で、立ち戻って、逗子は一

体どういう特徴があるのかということですよね。そもそも論ですけど、まず、そこに常に立ち戻って、

逗子はやっぱり環境で特徴を出していくところだと思うんですね。ですから、今のお話なんかは、非

常に展開として大事な話だと思う。 

 それから、私は久木に住んでいて、「ずし」という小冊子が来るんですよね。知っていますか。み

んなあまり見たことがないかもしれないんですけど、「ずし」という小冊子で、それの、今まではあ

まり見ていなかったんですが、このエリアなんかが関係して、見るようになったんです。そうすると、

意外と子供がかなり出てくるんです、その記事に。ですから、逗子は、もう全市民一体になっている

んだなというのをそこで感じるんですが、やはりああいう広報誌、それはみんな見ているらしいです

よ、市民。ですから、ぜひ、せっかくある広報誌を活用した取組の紹介とか、勉強会の御案内ですか

ね、そういうのをやられると、よいことはないかなというふうに思いました。あれはどこが出版元な

のですか。 

【事務局（小柳出）】 広報ずしですか。 

【・・委員】 広報ずしか。すごくカジュアルな、どっちかというと。表紙は、もう子供と大人が海

でサーフィンやっているような。 

【事務局（小柳出）】 広報ずしは、企画課の広聴広報係というところが所管です。 

【小宮（一）委員】 よく連携を取って、そういうのをできるだけ取り上げていただけるいいという

ふうにちょっとだけ。 

【矢島委員】 議長、すみません。 

【佐野会長】 はい、どうぞ。 

【矢島委員】 僕も近いところなんですけれども、太陽光パネルですとか、そういうハード面等、い

ろいろあると思いますが、やはり逗子らしい温暖化対策というんですかね、そういうところも含めて

発表すると、市民の人が参加しやすくなるのかなという思いで聞いておりました。逗子市のキャッチ

フレーズ、「青い海とみどり豊かな平和都市」で、まさしくそれだと思うんですよね。こうやって皆

さん来て分かると思いますが、逗子市は周りが緑で囲まれていて、青い海が広がっている。今、いろ

んな、海の中でも、海藻ですか、青というんですか、それがなくなっているから、それをまた増やそ

うねとか、やはり森林のこういう周りにも、こういう二酸化炭素を吸って酸素を吐き出してくれる、

本当、自然のサイクルの循環の基本ですよね。そういうものがあるので、やはりそういう太陽光です

とか、そういうのも必要かもしれませんけども、それプラス、何か、本当に抽象的な意見で大変申し
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訳ないんですけど、何となく逗子市らしい、そういう温暖化対策というか、そういうのを前面に出し

て訴えてあげると、また違った展開が生まれてくるのかななんていうのを、皆様のお話を聞きながら

思いました。 

 以上です。 

【佐野会長】 はい、どうぞ。 

【中津委員】 何か総論的なコメントを一人ずつしゃべるような雰囲気になってきて、私もあれなん

ですけど、すごく今おっしゃったこととかも全部、もう相当できていると思うんですよね。いろんな

項目はできているんですよ。 

 それ、みんな項目で終わってしまっていて、自分の生活にぐっと近づく何かが足りないなと、こう

いうプレゼンテーションを見ていて思うんですけど。さっき、小学校の話もしましたけど、小学校ご

とに５つの校区で、それぞれ地域活動をすごくされているのもよく知っています。それは小学校ごと

に違うのも知っていますけど、何か個人の生活にぐっとくるものが、地球環境を考えないといけない

とか、流域のこととか、私もいろんな方の、例えば慶応大学名誉教授の岸由二さんからお誘いで三浦

市の小網代の森で活動したりしているんですけど、勉強させていただいていますけど、何か自分の、

日々の自分の家族の生活にどうぐっと具体的に近づいてくるかのフィルターが、１枚足りないなと思

って、今のプレゼンを聞かせてもらっていて。 

 今、国のはやり言葉かもしれないですけど、ウェルビーイングなんていう話が出ていて、その３つ

の項目、身体、精神と社会性みたいなことがありますが、何か共同体を介さないでも、自分の生活に

ぐっとくるような、何か売りみたいなものを、もうちょっと逗子ならではのやり方、環境は当然、関

係ありますし、日々の安全のこととか、津波が来たらどうするのなんていうことも含めて、土砂崩れ

で命が亡くなってしまうようなことが起きたりとか、いろんなことが起きているわけですけど、何か

個人とこの市全体の活動とのつなぎ方みたいなものに、逗子的な新しさを、今後、検討していただけ

ればいいかなという気がしました。 

 大ざっぱな、もやっとした意見で恐縮ですが、以上です。 

【佐野会長】 ありがとうございます。コメントにあったキャッチフレーズは、残っているわけです

ね、まだね。青い海という・・・。継続しているんですね。 

【三澤次長】 はい。 

【佐野会長】 ほかに何か御意見。今の全体的に総括の御意見があれば、また来年度のまとめのとき

に、事務局のほうで参考にしていただければと思いますけれども。どうぞ。 
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【粟飯原委員】 いろいろお話を伺って、そうだなと思うんですが、私は、逗子市は本当に環境に関

してはすごく先進都市だと思っております。大体、ずしし環境会議という存在も、それを立ち上げた

ときには、もう日本のいくつかの都市から見学にいらしてくださったぐらい先進的な活動をやってい

たんですね。だから、本当に私は逗子を誇りに思っているんですけれど、だんだん予算がないという

ことで、そういう部分が何かしぼんできている感じがするので、ぜひ予算を出してほしい、要求して

ほしいと思うんですね、遠慮しないで。やっぱりここにお金をかけて、市民への啓発を進めていきた

いなというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

【佐野会長】 御意見、ありがとうございます。 

 それでは、そのほかに御意見がなければ、質疑応答を終わらせていただきたいと思いますけれども、

何か最後に一言ある方は、手を挙げていただければと思います。 

（「なし」の声あり） 

 それでは、事務局より、来年度の審議会開催について御説明をお願いしたいと思います。 

【事務局（小柳出）】 今回で今年度の審議会は終了となります。御審議いただき、ありがとうござ

いました。 

 来年度の審議会につきましては、夏ぐらいをめどに日程調整をさせていただきますので、その際は、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

【佐野会長】 よろしいでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

 そのほか、事務局、何か通達事項はないですか。 

【三澤次長】 いえ、こちらで結構です。 

【佐野会長】 それでは、本日予定された内容は、これで全て終了となります。 

 本日の審議会は、これで終了とさせていただきます。皆様、長い時間、どうもありがとうございま

した。よいお年をお迎えください。 


